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獣医師に対する行政処分に関する基本的な考え方の公表等について 

 

このことについて、平成27年12月3日付け27消安第4575号及び27消安第3110号-1をも

って、農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課長から、別添のとおりそれぞれ通知

がありました。  

前者の通知は、近年、罰金以上の刑に処せられ、獣医師法に基づく行政処分の事例

が増加しており、そのうち獣医師の業務に直接関係しない事例も見受けられる状況に

鑑み、今般、獣医事審議会免許部会から行政処分の審議を行う際の公正な規範として

「獣医師に対する行政処分に関する基本的な考え方」（以下「基本的な考え方」という。）

が示されたところです。この機会に獣医師一人一人がその責務と義務とを再確認する

とともに職業倫理の向上に努め、今後も獣医療に対する国民や社会の信頼を確保する

よう、関係者への周知の依頼がされたものです。 

一方、後者の通知は、平成27年11月24日付けで獣医師法第8条第2項の規定に基づく

獣医師の行政処分がなされたので、獣医師法、獣医療法、「医薬品、医療機器等の品質、

有効性及び安全性の確保等に関する法律」及びその他関係法令違反等の事実が発生し

た場合、また、獣医師法上の行政処分の対象となり得る者の情報を把握した場合は、

農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課担当者又は都道府県畜産主務部局へ報告す

るよう会員獣医師へ指導するとともに、獣医師が社会的信頼に十分応えられるよう獣

医師倫理の指導に一層の協力が依頼されたものです。 

本件については、これまで獣医師に対する行政処分等各般の不祥事発生時において、

再三に渡り貴会会員獣医師に対する指導の徹底をお願いしているところです。つきま



   

しては、貴会関係獣医師に対し、今般策定された基本的な考え方について周知すると

ともに、改めて日本獣医師会獣医師倫理綱領（獣医師の誓い―95年宣言）の精神に立

ち返り、高度専門職業人としての職業倫理意識を常に発揮するよう指導・普及に努め

られたくお願いいたします。 

なお、平成27年12月11日に開催された平成27年度第5回理事会においても、動

物病院勤務獣医師が麻薬指定されているケタミンを無免許で使用し、麻薬及び向精神

薬取締法違反の疑いで書類送検された旨のテレビ報道がなされたとの情報提供があり

ました。麻薬の使用に当たっては、獣医師であっても麻薬施用者の免許が必要であり、

免許の有効期間は最長で 2 年（12 月 31 日まで）で、有効期間経過後は再度許可を受

ける必要があることにもご留意願います。 
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